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前文 熊本県土地利用基本計画（第 5 次熊本県国土利用計画）策定の趣旨 

 

 熊本県は、西側は海に面し、また東側は山々に囲まれ、美しい緑と清らかな

水に育まれた自然豊かな県土となっている。この自然豊かな県土を共通の基盤

として、長い歴史の中において、人々の生活や農林水産業をはじめとする様々

な生産を通じた諸活動が展開されてきた。こうした県民共通の限られた資源で

ある本県の県土について、将来にわたって適切な保全と有効な活用に努めてい

くことが必要である。 

 県ではこれまでも、国土利用計画法に基づく「国土利用計画（県計画）」及

びこれを基本とした「熊本県土地利用基本計画」を策定し、持続可能な県土管

理を基本理念に、総合的な土地施策を推進してきたところである。 

 しかし、近年、人口減少や高齢化の進展などにより、都市の空洞化、空き家

や荒廃農地の増加、さらには自然景観の変化など、土地の適切な管理に係る課

題が大きくなりつつある現状がある。 

 また、平成 28 年（2016 年）4 月に 2 度にわたって震度 7 を記録した熊本地震

や令和 2 年（2020 年）7 月に県南地方を中心に発生した豪雨災害は、県内各地

に甚大な被害をもたらした。迅速な復旧と創造的な復興を進めるとともに、災

害に強い県土づくりを進めていくことも重要となっている。 

 

この計画は、平成 27 年（2015 年）8 月に閣議決定された第五次国土利用計画

（全国計画）を基本としながら、本県における土地の管理及び利用を巡る環境

変化を踏まえたものとして、従来の国土利用計画（県計画）及び土地利用基本

計画を一体的に見直し、令和 3 年（2021 年）3 月に策定した。 

なお、この計画策定後に決定した世界的半導体企業の本県進出等の状況変化

等を踏まえ、令和 7 年（2025 年）5 月に一部改訂を行った。 

 

引き続き、土地に関する個別規制法（都市計画法、農業振興地域の整備に関

する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等）に基づく諸計画に対する

上位計画として行政内部の総合調整機能を果たすものである。また、土地取引

に関しては直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制の

基準としての役割を担うものである。 

また、市町村における国土利用計画の基本として、県土の利用に関する基本

的な考え方を明らかにし、安全性を高めながら、SDGs の理念に沿った持続可能

で豊かな県土づくりを目指すものである。 
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１ 県土利用に関する基本構想 

（１）熊本県の県土利用を巡る環境・条件 

 本県は、九州の中央に位置するという優位な地理的条件にある。また、県土

の 6割以上を占める森林や日本最大級の草原などの緑と、白川水源など８つの

水源が全国の名水百選に選ばれるとともに県全体の生活用水の約８割を地下水

で賄うなど、清らかで豊富な水資源に恵まれている。 

さらに、世界最大級のカルデラをもつ雄大な阿蘇をはじめとする美しい自然、

人吉・球磨地域の仏教文化や天草地域のキリシタン文化など、歴史と豊かな風

土に育まれた魅力ある地域文化や、我が国有数の食料供給基地としての役割を

果たしている農業を始めとする各産業など、多くの優れた素材を有している。 

こうした中、平成 28 年熊本地震や令和 2 年 7 月豪雨災害が発生し、県内各地

に甚大な被害をもたらした。「被災された方々の痛みを最小化する」とともに、

「単に元あった姿に戻すだけでなく、創造的復興を目指す」、「復旧・復興を

熊本の更なる発展につなげる」の 3 原則を基本とし、現在も、一日も早い復旧・

復興を目指し、県民の総力を結集し取組みを進めている。 

また、令和 3 年 11 月に世界的半導体企業が本県への進出を決定したことを契

機として、県北地域を中心に半導体関連企業の集積が加速化し、農地から宅地・

工業用地等への土地の利用転換の動きが活発になっており、農業振興と企業進

出の両立が課題となっている。 

今後の県土の利用を計画するに当たっては、これらの地域特性や地域資源の

価値を守り、また、活かしながら、地域全体の利益を実現する持続可能な計画

とする必要がある。 

  

① 人口減少等社会的環境 

我が国は既に人口減少社会を迎えており、今後、地方圏を中心に急激な人

口減少が予想されている。 

本県においても人口は平成 10 年（1998 年）以降、減少に転じており、全

体として土地需要は減少し、これに伴って県土の利用は様々な形で縮小して

いくことが想定される。平成 28 年熊本地震や令和 2 年 7 月豪雨による建物の

損壊や解体による影響により、一部地域では、こうした流れが顕在化してい

る。 

  都市部においては、中心市街地の空洞化、虫食い状態での低・未利用地の

増加などにより、土地利用効率の低下が懸念される。また、農山漁村におい

ては、過疎化・高齢化や、農林業の就業人口の減少による管理水準の低下等
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の要因により、荒廃農地や植林未済地の発生が懸念されており、適切な対策

が必要となっている。 

このように、今後の県土利用においては、本格的な人口減少社会における

県土の適切な利用・管理のあり方を構築していくことが重要となる。 

 

② 豊かな自然環境 

本県は、豊かな水と緑に育まれた美しい自然環境があり、その中で営まれ

る農林水産業、魅力ある歴史・文化など、多彩で個性あふれる地域資源に満

ちている。 

これまで人と自然との関わりの中で育まれてきた景観や美しい農山漁村の

集落やまちなみ、魅力ある都市空間や水辺空間等を保全、再生、創出し、次

世代に継承するとともに、これらを活用して地域の魅力を高めることは、地

域固有の伝統や文化を継承しつつ個性ある地域を創生する観点からも重要で

ある。    

また、気候変動は、広く県土の自然環境に影響を及ぼし、更なる自然環境

の悪化が懸念されることから、気候変動による将来的な影響も考慮して、こ

れに適応し、生物多様性の保全に配慮した持続可能な経済社会システムを構

築していくことが必要である。 

加えて、県内の飲用水等の大部分を賄うなど本県の特長である豊富な地下

水が近年減少傾向にあるため、これをかん養・保全することが重要である。 

 

③ 安全・安心に関する意識の高まり 

熊本では、平成 28 年（2016 年）4 月 14 日と 16 日に、観測史上初めて、同

一地域において震度 7 の地震が 28 時間の間に 2 度発生した。また、令和 2

年（2020 年）7 月 4 日には、県南地方を中心とした豪雨災害が発生した。甚

大な被害を受けた熊本の基盤を再生するとともに、未来の礎を築くため、災

害に強い県土づくりを目指している。 

また、近年、全国的に大規模な災害が頻発し、本県においても、地震や火

山噴火のほか、気候変動等の影響による台風や豪雨の被害などがあり、災害

の増加や被害の甚大化に対する懸念と、県土の安全性に関する県民の意識が

高まっている。自然災害に対して迅速かつ適切に対応することが重要な課題

となっている。 

このため、防災・減災対策の強化とともに、災害リスクの高い地域の土地

利用の適切な制限や、より安全な地域への諸機能や居住の誘導など、安全性

を優先的に考慮する国土利用への転換が急務となっている。 
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安全・安心は、すべての活動の基盤であることから、従来の防災・減災対

策に加え、県土利用においても、災害が発生しても人命を守り、経済社会が

致命的なダメージを受けず、被害を最小化し、すみやかに復旧・復興できる

県土の構築に向けた国土強靱化の取組みを進めていくことが必要である。 

 

（２）県土利用の基本方針 

① 持続可能で豊かな県土利用の推進 

県土利用を巡る環境・条件を踏まえ、本計画は、(ⅰ)「適切な県土管理を

実現する県土利用」、(ⅱ)「自然環境・文化・美しい景観等を保全・再生・

活用する県土利用」、(ⅲ)「地下水の保全に配慮した県土利用」、(ⅳ)「安

全・安心を実現する県土利用」の 4 つを基本方針とし、持続可能で豊かな県

土を形成する県土利用を目指す。 

 

  （ⅰ）適切な県土管理を実現する県土利用  

適切な県土管理を実現する県土利用については、地方都市等を中心に人

口減少下においても増加している都市的土地利用において、地域の状況等

も踏まえつつ、行政、医療・介護、福祉、商業等の都市機能や居住を中心

部や生活拠点等に集約化し、郊外部への市街地の拡大を抑制する。 

集約化する中心部では、低・未利用地や空き家を有効利用すること等に

より、市街地の活性化と土地利用の効率化を図る。一方、集約化する地域

の外側では、低密度化が進むことから、これに応じた公共サービスのあり

方や、公園、農地、森林等の整備及び自然環境の再生などの新たな土地利

用等を勘案しつつ、地域の状況に応じた対応を進める。また、ひとつの地

域だけでは十分な機能を備えることが難しい場合には、地域の状況を踏ま

え、地域がネットワークで結ばれることによって必要な機能を享受する取

組みを進める。 

農林業的土地利用については、食料の安定供給に不可欠な優良農地を確

保し良好な管理を行うとともに、基盤整備や農業の担い手への農地集積・

集約を進めることなどを通じて、荒廃農地の発生防止及び解消と効率的な

利用を図る。また、県土の保全、水源のかん養等の多面的機能に重要な役

割を果たす農地や森林の整備及び保全を進める。 

なお、大規模太陽光発電施設をはじめとする大規模な再生可能エネルギ

ー発電施設の設置については、自然環境及び景観保全への配慮や、災害防

止に係る安全対策、地下水かん養対策などを図るため、発電所建設事業に

関する事業者情報の把握に努めるとともに、市町村と連携しながら、事業
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者との協定締結を推進する。また、市町村が行う、地球温暖化対策の推進

に関する法律に基づく「再エネ促進区域」の設定を支援するなど、再生可

能エネルギー発電施設の適地誘導を進める。 

 

  （ⅱ）自然環境・文化・美しい景観等を保全・再生・活用する県土 

利用  

自然環境と美しい景観等を保全・再生・活用する県土利用については、 

将来にわたり保全すべき自然環境や優れた自然条件を有している地域を核

として、気候変動による影響も考慮しつつ、自然環境の保全・再生を進め、

森、里、川、海の連環による生態系ネットワークの形成を図り、県民の福

利や地域づくりに資する形での活用を推進する。 

自然環境の活用については、持続可能で魅力ある県土づくりや地域づく 

りを進めるため、社会資本整備や土地利用において、自然環境の有する多

様な機能（生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑

制等）を活用した取組みを推進する。また、地域におけるバイオマス等の

再生可能な資源やエネルギーの確保と循環的な利活用に努めるとともに、

このような資源を生み出す里地里山等の良好な管理と資源の利活用に係る

知恵や技術を継承する。さらに、自然公園などの自然資源や、農山漁村に

おける緑豊かな環境、人と地域の自然との関わりの中で育まれた伝統や文

化等を活かした観光や産品による雇用の創出及び経済循環を通じて、都市

や農山漁村など、様々な地域間相互の対流を促進するとともに、熊本県内

への移住・定住や二地域居住など都市から地方への人の流れの拡大を図る。 

これらに加え、美しい農山漁村、集落やまちなみ、魅力ある都市空間や 

水辺空間など、地域の個性ある文化や美しい景観の保全、再生、創出を進

めるとともに、これらを活用した魅力ある地域づくりを進める。併せて、

地球温暖化への対応や水環境の改善等の観点から健全な水循環を維持し、

又は回復するための取組みを進める。 

その際、希少種等を含む様々な野生生物が生息・生育していることを踏 

まえつつ、生物多様性の確保と人間活動の調和を図ることなどを通じ、生

物多様性に関する取組みを社会に浸透させ、自然環境を保全・再生・活用

する県土利用を進める。 

 

（ⅲ）地下水の保全に配慮した県土利用 

県内の生活用水の約 8 割を賄うなど本県にとって極めて重要な資源であ

る地下水を総合的に保全・管理していくために、地下水かん養域における
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農用地や森林等の保全策や工場・事業場で使用される有害物質等の地下浸

透の防止策を講じる必要がある。 

また、近年市街化の進展や転作等による水田面積の減少により地下水か

ん養量が減少し、熊本地域の地下水位が長期的に低下している問題につい

ても、水田の水張りなど様々な対策を推進する。 

 

 

  （ⅳ）安全・安心を実現する県土利用 

   県民生活の安全・安心を確保するため、ハード対策とソフト対策を適切

に組み合わせた防災・減災対策を実施するとともに、災害リスクの把握及

び周知を図った上で、災害リスクの高い地域については、土地利用を適切

に制限することが必要である。 

そのため、激甚化・頻発化する水災害を踏まえ、集水域から氾濫域にわ

たる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う「流域治水」

を推進するとともに、土地本来の災害リスクを基礎として、地域の様々な

要素を衡量した上で、災害ハザードエリアにおける開発抑制と中長期的な

視点でより安全な地域へと都市機能や居住を誘導する。 

また、県や市町村の防災拠点をはじめ、経済社会上、重要な役割を果た

す諸機能の適正な配置やバックアップを推進するとともに、道路、河川、

交通、エネルギーやライフライン等の生活インフラについての強靭化を図

り、多重性・代替性を確保する。 

その他、被害拡大の防止、災害廃棄物の仮置場などの復旧復興の備えと

してのオープンスペースの確保、農地の保全管理、生態系の持つ県土保全

機能の向上などに加え、宅地、農地、森林等といった土地の用途にかかわ

らず危険な盛土等を包括的に規制することによる周辺地域の安全性確保な

ど、これらの取組を進めることによって安全・安心な県土利用を実現して

いく。 

さらに、高齢者や障がい者の自立と社会参加を進めるための生活環境の

整備を図り、ユニバーサルデザインに配慮した土地利用を進める。 

 

② 持続可能で豊かな県土利用のための手法 

  人口減少下においても、持続可能で豊かな県土管理を行うためには、土地

が持つ様々な機能や利用形態を踏まえながら、自然景観、防災・減災など、

複合的に土地施策を推進していく必要がある。また、これらの取組みに当た

っては、県・市町村など公的な機関に加え、民間団体、地域住民など多様な
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主体の参画を進めていく必要がある。 

 

（ⅰ）多様な主体による県土管理 

   これらの取組みは、各地域を取り巻く自然や社会、経済、文化的条件等

を踏まえ、地域の発意と合意形成を基礎とする土地利用との総合的な調整

の上に実現される。このため、地域住民や市町村など、地域の様々な主体

が自らの地域の土地利用や地域資源の管理のあり方等について検討するな

ど、地域主体の取組みを促進することが重要である。 

急激な人口減少下においては、将来的には無居住化する地域が拡大する

ことも想定されることから、県民一人ひとりが県土に関心を持ち、その管

理の一端を担う県民参加による県土管理（県土の県民的経営）を進めてい

くことが、一層必要となる。 

 

（ⅱ）総合的な県土管理 

   今後、人口減少や財政制約が継続する中で、すべての土地について、こ

れまでと同様に労力や費用を投下し、管理することは困難になることが想

定される。特に、人為的に管理された土地は、放棄されれば荒廃する可能

性がある。 

県土の適切な管理は、県土保全、生物多様性の保全、健全な水循環の維

持又は回復等を通じて、防災・減災や自然との共生等を促進する効果に加

え、これらを通じた持続可能な地域づくりにも効果を発揮する。 

今後は、自然と調和した防災・減災の促進など、複合的な効果をもたら

す施策を積極的に進め、県土に多面的な機能を発揮させることで、土地の

利用価値を高め、人口減少下においても、県土の適切な管理を行っていく

ことが必要である。 

また、適切な管理を続けることが困難な中山間地域の荒廃農地などの土

地については、それぞれの地域の状況に応じて、管理コストを低減させる

工夫とともに、新たな用途を見いだすことで県土を荒廃させないよう取り

組むことも必要である。 
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２ 県土利用の基本方向 

（１）地域類型別の県土利用の基本方向 

都市、農山漁村、自然維持地域の県土利用の基本方向は以下のとおりとする。 

なお、県土利用に当たっては、相互の関係性に鑑み、各地域類型を別個にと

らえるだけでなく、相互の機能分担、交流・連携といった地域類型間のつなが

りを双方向的に考慮し、一体となって県土を支えるという考え方が重要である。 

 

① 都市 

中心市街地やその郊外等の都市地域においては、今後の更なる人口減少及

び少子高齢化を踏まえれば、都市基盤施設の既存ストックの有効活用を基本

としながら、より効果的で効率的な道路等の整備を進めることが必要である。

そして、本県固有の豊かな自然と共生する持続可能で活力あるエコ・コンパ

クトな都市づくりを基本理念に、環境負荷の少ない安全で暮らしやすい都市

の形成を目指すことが重要である。 

このため、都市機能の集積を図りつつ、既成市街地周辺部で進行する市街

地の拡大は、原則的に抑制する。その際、低・未利用地や空き家等の有効利

用などにより、土地利用の効率化を図るとともに、良好な都市環境の維持・

保全を進める。 

また、都市間の広域的な交通体系によって、拠点性を有する複数の都市や

周辺の農山漁村の相互の機能分担、交流・連携を促進することを通じ、生活

機能の維持を図りながら、効率的な土地利用を図る。 

都市防災については、災害リスクの高い地域の土地利用の適切な制限や、

より安全な地域への諸機能や居住の誘導を推進するとともに、諸機能の分散

配置やバックアップシステムの整備、地域防災拠点の整備、オープンスペー

スの確保、電気、ガス、上下水道、通信、交通等のライフラインの多重性・

代替性の確保や市街地部を流下する河川の整備等により、災害に対する安全

性を高め、災害に強い都市構造の形成を図る。 

人々の余暇時間の増大や都市住民の自然回帰志向の増大などにより、地域

文化や豊かな自然環境への関心も高まっている。こうした地域活力向上の機

会において、これらの文化や自然環境と調和し、地域が長年に渡って有効活

用できる土地利用に努める。 

さらに、豊かな住環境の創出や商業地の魅力を向上することで街なか居住

を推進し、中心市街地の再構築を図る。特に、引き続き人口の増加や産業の

集積が見込まれる地域においては、生活関連基盤の先行的整備に努めるなど、
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自然環境に配慮しつつ、計画的な土地利用の誘導を図る。 

 

② 農山漁村 

本県の農山漁村は、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然環境や

美しい景観、生活文化や芸能の伝承など、多面的な機能を発揮してきた。 

このように、農山漁村は県民共有の財産であるという認識のもと、地域特

性を踏まえた良好な生活環境を整備するとともに、ブランド力の向上や６次

産業化などによる農林水産物の高付加価値化や新たな木材需要の創出等を通

じた農林水産業の成長産業化等によって雇用促進や所得向上を図り、また、

農林水産業の担い手の確保・育成を進め、健全な地域社会を構築していく必

要がある。急激な人口減少により生活サービス機能等の維持が困難になると

見込まれる中山間地域等の集落地域においては、日常生活に不可欠な施設や

地域活動を行う場を歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と公共交通などのネ

ットワークでつないだ「小さな拠点」の形成を進めるとともに、「田園回帰」

の流れも踏まえつつ、都市との機能分担や地方へ移住・定住などを進めるこ

とが有効である。 

こうした取組みに加え、担い手の確保、農地や森林の集積・集約、農地の

良好な管理や基盤整備、野生鳥獣被害への対応、森林資源の循環利用や森林

の適切な整備・保全を進めることなどにより、農山漁村における生産・生活

環境を維持し、良好な県土管理を継続させるとともに、美しい景観を保全・

創出する。同時に、伝統文化や自然環境などの多様な地域資源を掘り起こし、

都市・農村の交流人口の拡大につなげるとともに、観光や福祉など他分野と

の連携を進めるなど、農山漁村の活性化を図る。熊本の豊かな地下水と土が

農業の営みの中で育まれてきたことなど、県民の理解を深めることも重要で

ある。 

なお、農山漁村は地形的に自然条件が厳しい地域が多く、近年多発する土

砂災害に対する安全性を高めるため、土砂災害警戒区域等を考慮した県土利

用への誘導、既居住地における警戒避難体制の整備、地域防災拠点、避難所、

避難経路の整備等により、防災に配慮した農山漁村の形成を図る。 

 

③ 自然維持地域 

高い価値を有する原生的な自然地域、野生生物の重要な生息・生育地、優

れた自然の風景地など、自然環境を保全、維持すべき地域については、県土

の生態系ネットワークの中核的な役割を果たすことから、野生生物の生息・

生育空間の適切な配置や連続性を確保しつつ、自然環境が劣化している場合
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は再生すること等により、適切に保全する。 

その際、侵略的外来生物や生息数の増加・分布域の拡大している特定鳥獣

による農林水産物被害や生態系・生活環境等への影響に対し、積極的に防除

対策を図っていくとともに、生物多様性の保全に配慮していく。併せて、自

然環境データの整備等を総合的に図る。 

また、適切な管理のもとで、優れた自然的地域特性を次世代に伝えるため

に、自然体験・環境学習等を実施し、自然環境の保全・再生・活用を進める。

中でも、世界文化遺産登録を目指す阿蘇については、野焼き・放牧・採草と

いった永年の人々の営みと草原との関係について啓発を進めながら、その維

持に向け、行政、経済界、ボランティアなどの連携により県全体として取り

組むとともに、良好な景観の維持・保全に努める。 

なお、自然維持地域は県土保全機能や地下水のかん養域としての機能も有

することから、その点にも配慮して適切な保全を図る。 

 

（２）利用区分別の県土利用の基本方向 

利用区分別の県土利用の基本方向は以下のとおりとする。 

なお、各利用区分を個別にとらえるだけでなく、相互の関連性にも十分留意

する必要がある。 

 

① 農地 

農地は、多種多様な農業により国内有数の食料生産基地となっている本県

の礎であることから、優良農地の確保を基本として、農業振興と企業進出の

両立を目指し、地域の特性を活かした計画的な土地利用を図る必要がある。

また、不断の良好な管理を通じて県土保全や自然環境保全等の農業・農村が

持つ多面的機能の維持・発揮を図るとともに、「地下水と土を育む農業」な

ど環境への負荷の低減に配慮した農業生産の推進を図る。 

その際、将来の農家の生産性を高め、企業等の多様な担い手を確保するた

め、農地の大区画化や農地中間管理機構の活用などによる農地の集積・集約

を推進するとともに、地域ぐるみで農地や農業用水等の資源を保全する共同

活動を支援する。 

中山間地域などの条件不利地域では、このほか、中山間地域等直接支払制

度や多面的機能支払制度の活用、都市住民や農業以外の分野との連携等によ

り、荒廃農地の発生防止及び再生利用を図る。 

市街化区域（都市計画法第７条第２項による市街化区域をいう。以下同じ。）

内の農地については、良好な都市環境の形成観点からも計画的な保全と利用
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を図る。 

 

② 森林 

森林については、温室効果ガス吸収源対策、中でも温暖化への影響が最も

大きいとされる二酸化炭素の吸収源対策の着実な実施、森林資源の成熟化、

国内外の木材の需給動向等を踏まえ、土砂災害の防止や水源かん養・保健休

養等森林の持つ多面的機能を享受しつつ、森林集約化や高性能林業機械の導

入等による低コスト化などを図り、将来にわたり森林がその多面的機能を発

揮できるような持続可能な森林経営の確立に向け、森林の整備と保全を図る。 

また、シカ等の野生鳥獣による被害や不在村森林所有者の増加等、森林の

管理水準の低下への対策を講じる。植林未済地の増加については、新たな植

林未済地の発生を抑制するとともに、既存の植林未済地についても、関係団

体・機関等による監視体制の強化やボランティア等の多様な主体による様々

な取組みにより解消に努める。 

都市及びその周辺森林については、良好な生活環境を確保するため、積極

的に緑地としての保全及び整備を図る。 

農山漁村集落周辺の森林については、地域の良好な景観の形成要因となる

ため、地域社会の活性化に加え、多様な県民の要請に配慮しつつ、適切な保

全・管理を図る。 

さらに、原生的な森林や貴重な動植物が生息・生育する森林等自然環境の

保全を図るべき森林については、適正な維持・管理を図る。 

 

③ 原野等 

原野のうち、湿原、水辺植生、野生生物の生息・生育地等貴重な自然環境

を形成しているものについては、生態系及び景観の維持等の観点から保全を

基本とし、劣化している場合は再生を図る。 

その他の原野については、地域の自然環境を形成する機能に十分配慮しつ

つ、適切な利用を図る。 

特に、阿蘇地域の草原については、地域の人々の野焼き・放牧・採草とい

った長い歴史の営みによって守られてきたものであり、野焼きの維持・再開

など、多様な主体の様々な取組みにより適切に保全していく必要がある。 

 

④ 水面・河川・水路 

近年、降雨の局地化等による災害の頻発化、激甚化が懸念される中、地域

における安全性向上のための河川や砂防施設等の整備と適切な管理を図る。 
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また、より安定した水供給のための水資源開発、水力電源開発、農業用用

排水路の整備等に要する用地の確保を図るとともに、施設の適切な維持管

理・更新や水面の適切な利用を通じて、既存用地の持続的な利用を図る。併

せて、水面、河川及び水路の整備に当たっては、流域の特性に応じた健全な

水循環系の構築等を通して自然環境の保全・再生に配慮するとともに、自然

の水質浄化作用、生物の多様な生息・生育環境、うるおいのある水辺環境、

都市における貴重なオープンスペース、熱環境改善等、多様な機能の維持と

向上を図る。 

 

⑤ 道路 

一般道路については、本県の拠点性向上に必要な、観光拠点や産業拠点、

九州新幹線駅や主要港湾等へのアクセスとなる道路等の整備を進め、交通結

節機能を高めることや、各地域間の骨格となる主要な道路の整備により、県

土利用の効率性向上を図る。 

そのために必要な用地を計画的に確保するとともに、多様な主体による施

設の適切な維持管理・更新を通じて、既存用地の持続的な利用を図る。 

一般道路の整備に当たっては、道路の安全性、快適性の向上並びに災害時

における輸送の多重性・代替性を確保、快適な歩行者空間の確保、公共・公

益施設の収容機能の向上等を図るとともに、地域の沿道景観や環境に十分配

慮した道路づくりを推進する。 

農道及び林道については、農林業の生産性の向上、農山村の活性化並びに

農地及び森林の適切な管理を図るため必要な用地の確保を行うとともに、多

様な主体による施設の適切な維持管理・更新を通じて既存用地の持続的な利

用を図る。 

農道及び林道の整備に当たっては、自然環境の保全及び農山村の良好な景

観を損なわないように十分配慮する。 

 

⑥ 住宅地 

熊本に住んで良かったと思える豊かな住生活を実現するため、秩序ある市

街地形成の観点から、耐震・防災・環境性能を含めた住宅ストックの質の向

上を図るとともに、住宅周辺の生活関連施設の整備を計画的に進めながら、

良好な居住環境が形成されるよう、必要な用地の確保を図る。 

さらに、地域の自然的・社会的特性を踏まえ、都市の集約化に向けて居住

を中心部や生活拠点等に誘導したり、災害リスクの高い地域での整備を制限

し、災害の発生や被害に迅速かつ適切に対応可能な県土利用を図る。 
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住宅地の整備に際しては、土地利用の高度化、低・未利用地や空き家の  

有効利用及び既存住宅ストックの有効活用を優先し、自然的土地利用等から

の転換は抑制しつつ、必要な用地を確保する。     

 

⑦ 工業用地 

周辺地域の環境や景観の保全に配慮しながら、高度技術に立脚したものづ

くり拠点形成を目標に、地元企業の技術高度化、起業家支援を図るとともに、

半導体関連産業を中心とした県内産業の更なる振興と県内全域における県経

済の成長を実現するため、農地等の土地利用にも配慮しつつ活力ある企業の

立地を促進し、地域バランスにも配慮しながら工業生産に必要な用地の確保

を図る。 

また、工場移転や業種転換にともなって生じる工場跡地については、土壌

汚染の調査や汚染対策を行うとともに、良好な都市環境の整備を前提にした

有効利用を図る。さらに、工場・事業場で使用される有害物質等を地下に浸

透させないために防止策を講じて地下水保全に努める必要がある。 

 

⑧ その他の宅地 

その他の宅地については、県民生活の防災・減災面から見た土地利用の規

制等を行いながら、計画的な市街地集積を進め、高密度で良好な市街地の形

成を図りつつ、事務所・店舗用地について、良好な都市環境の形成に配慮し

つつ必要な用地の確保を図る。 

また、大規模集客施設については、広域的に影響を及ぼすため、地域の合

意形成、周辺の土地利用や環境への影響、地域の景観との調和等を踏まえた

上で適正な立地を図る。 

公共施設については、建て替えなどの機会をとらえ、地域の災害リスク

に十分配慮しつつ、中心部等での立地を促進させることにより、災害時の

機能を確保するとともに、より安全な地域への市街地の集約化を促進させ

る。 

 

⑨ その他 

（ⅰ）文教施設・公園緑地等 

文教施設、公園緑地、交通施設、環境衛生施設、厚生福祉施設等の公用・

公共施設の用地については、今後の人口減少・少子高齢化に対応し、県民

生活上の重要性とニーズの多様化を踏まえ、地域の環境保全に配慮して、

必要な用地の確保を図る。 
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なお、施設の整備に当たっては、耐災性の確保と災害時における施設の

活用に配慮するとともに、施設の拡散を防ぐ観点から空き家・空き店舗の

利活用や街なか立地について配慮する。 

また、公園緑地については、災害時のオープンスペースや地域の憩いの

場、良好な景観等様々な機能が期待されていることから適切な管理を行

う。 

 

（ⅱ）低・未利用地 

低・未利用地のうち、都市の低・未利用地は、再開発用地、防災や自然

再生のためのオープンスペース、公共用施設用地、居住用地、事業用地等

としての居住環境の向上や地域の活性化に資する観点から積極的な活用を

図る。 

荒廃農地は、所有者等による適切な管理に加え、多様な主体が直接的・

間接的に参加することにより、様々な取組みで農地として積極的な活用を

図る。その際、それぞれの地域の状況に応じて施設用地や森林等への転換

等有効な方策を講じる。 

 

（ⅲ）沿岸域 

沿岸域については、漁業、海上交通、レクリエーション利用等への多様

な期待があることから、自然的・地域的特性及び経済的・社会的動向を踏

まえ、海域と陸域との一体性に配慮しつつ、長期的視点に立った総合的利

用を図る。 

この場合、環境保全と津波・高潮等の災害リスクに十分に配慮し、各海

岸・地域の個性を活かしながら、県民に開放された親水空間としての適切

な利用を図る。 

また、沿岸域の多様な生態系の保全、自然海岸・藻場・干潟の再生、景

観の保全・再生、漂着ゴミ対策、汚濁負荷対策等を講じて、県土の安心・

安全性の向上に資するよう多様な主体による様々な取組みにより海岸の保

全・再生を図る。 

特に、有明海及び八代海等を豊かな海として再生するため、有明海・八

代海等の再生に向けた熊本県計画に基づき、積極的な取組みを推進する。 
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３ 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその
地域別の概要 

 
（１）県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

ア 計画の目標年次は 2030 年とし、基準年次は 2016 年とする。 

イ 県土の利用に関して基礎的な前提となる人口については、2030 年にお

いて、およそ 165 万人※と想定する。（※熊本県人口ビジョンより。） 

ウ 県土の利用区分は、農地、森林、宅地等の地目別区分とする。 

エ 県土の利用区分ごとの規模の目標については、利用区分別の県土の利用

の現況と変化や、将来人口、各種計画等を前提とし、利用区分別に必要な

土地面積を予測し、土地利用の実態との調整を行い、定めるものとする。 

オ 本計画に基づく 2030 年の利用区分ごとの規模の目標は、表１のとおり

である。なお、これらについては、今後の経済社会の不確定さなどに鑑み、

弾力的に理解されるべき性格のものである。 

(単位：１００ｈａ、％）

構成比
農地 1,120 15.1 1,030 程度 微 減 過去の減少率によるすう勢（農地維

持の施策効果も含む）から算出

森林 4,619 62.3 4,590 程度 同程度   過去の転入転出によるすう勢や社会
状況を勘案して算出

原野等 84 1.1 90 程度 同程度   維持・保全・再生を図り現状維持

水面・河川・水路 246 3.3 250 程度 同程度   整備予定面積を加算

道路 297 4 320 程度 微 増   過去の整備面積のすう勢や整備予定
面積から算出

宅地 372 5 390 程度 同程度 住宅地・工業用地・その他の宅地の
合計

  住宅地 243 3.3 260 程度 同程度 過去の増加率によるすう勢に人口減
少、施策効果を加味

  工業用地 21 0.3 30 程度 増 整備予定面積を加算

  その他の住宅 108 1.5 110 程度 同程度   住宅地、工業用地以外の宅地に大幅
な増減が見込まれないため現状維持

その他 673 9.2 750 程度 増 各区分の面積を除いた県土面積

合 計 7,409 100.0 7,410程度 同程度

表１ 県土の利用目的に応じた区分ごとの規模目標

2030年 推移 算出方法区分 2016年

 

注）①基準年（2016 年）の数値は、土地利用現況把握調査より。 

②矢印の向きは、５％未満を同程度、１０％未満を微増・微減とする。 
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（２）地域別の概要 

 人口減少等社会的環境の変化の中では、各地域におけるアイデンティティ

や強みを生かした取組みの方向性等を踏まえた県土の適切な利用・管理を進め

ていく必要がある。 

 このため、地域の区分については、市町村との意見交換を踏まえて本県が策

定した「政令指定都市誕生後の県内各地域の将来像（地域ビジョン）」との整

合性を図り、６地域区分により土地利用の方向性を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 熊本都市圏地域 

② 県北地域 

⑤ 県南地域 

③ 阿蘇地域 

⑥ 天草・宇土半島地域 

④ 県央東部地域 
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氷川町 

大津町 

山都町 

西原村 

御船町 
甲佐町 

美里町 
宇城市 

宇土市 

八代市 
上天草市 

天草市 
苓北町 

多良木町 

水上村 

湯前町 

五木村 

水俣市 

津奈木町 
芦北町 

球磨村 

人吉市 
錦町 

あさぎり町 

相良村 山江村 
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◆「政令指定都市誕生後の県内各地域の将来像（地域ビジョン）」◆ 

 熊本市の政令指定都市移行を踏まえ、県内各地域におけるアイデン

ティティや強みを生かした取組みの方向性等を示すために平成 23 年

(2011 年)12 月に策定。 

 平成 30 年(2018 年)6 月、平成 28 年熊本地震や策定後の環境変化等

を踏まえた新たな取組みについて、各地域と調整のうえ検証し改訂。 

 

① 熊本都市圏地域 

中心市街地のにぎわいと魅力を創出する熊本市を含む熊本都市圏地域で 

は、商工業の集積など、その活力を生かし、産業、経済、教育、国際化など、

多くの面で県全体を強力にけん引している。 

引き続き、高次な都市機能を持つ拠点的な市街地として、土地の高度利用

を進めながら、居住人口の減少等の問題も踏まえ、空き家対策など既成市街

地の再整備についても進める。 

また、既存の産業集積を活かした関連企業などの誘致を行うとともに、増 

加する交流人口などを県内全域に波及させるため、定時性と速達性を兼ね備

えた道路の広域ネットワーク形成や港湾の整備を進めるとともに、喫緊の課

題である渋滞を緩和するため熊本都市圏 3 連絡道路の実現に向けた取組み

や公共交通機関の利用促進を進めていく。 

加えて、熊本都市圏における高速鉄道ネットワークの実現に向け、ＪＲ豊

肥本線の輸送力強化、空港アクセス鉄道の整備及び鉄道各駅からの二次交通

の充実を図る。 

なかでも阿蘇くまもと空港とその周辺地域については、令和 5 年に策定し

た「新大空港構想」に基づく取組みにより、地域の特性や優位性を活かした

産業振興、観光振興、市町村と連携したまちづくりの推進に向けた土地利用

を進める。 

なお、本県の特長である豊富な地下水が減少傾向にあるため、かん養機能 

を持つ農地や森林等を多様な主体により保全・管理することや、節水の取組

みを進めていく必要がある。 

 

② 県北地域 

県北地域については、福岡県、大分県と隣接し、温泉や多彩な歴史・文化 

遺産などの豊富な地域資源を有するとともに、良質の米をはじめ、県下有数

のいちご、トマト、スイカ、酪農、肉用牛などを中心に生産性の高い農業が

展開されている。 
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  一方で、世界的半導体企業の本県進出を契機として、半導体関連企業の進

出が加速化しており、菊池地域を中心に農地から宅地等への利用転換が進ん

でいる。農業振興と企業進出の両立を図るため、県、市町村、関係団体が連

携しながら、基盤整備が行われてない農地への進出企業等の集約・誘導、代

替農地の確保等に取り組んでいく。併せて、農地の保全・有効活用に向け、

多様な担い手の育成を図るための基盤整備や農地集積を推進する。 

また、阿蘇・大分地域や北部九州からの観光誘客や企業集積等による新た

な人流・物流を創出するため、中九州横断道路や、有明海沿岸道路等の幹線

道路ネットワーク整備を促進する。 

加えて、半導体関連産業の集積を踏まえた交通渋滞解消に向け、セミコン

テクノパーク周辺の道路整備を周辺市町と連携して集中的に進めていくと

ともに、公共交通が利用しやすいまちづくりを進めていく。 

その他、世界文化遺産の構成資産である万田坑をはじめ、各地域の温泉、

豊富な農畜産物、歴史文化遺産等の観光資源を活かした土地利用を進める必

要がある。 

 

③ 阿蘇地域 

阿蘇地域については、大分県や宮崎県と隣接し、阿蘇くじゅう国立公園と

耶馬日田英彦山国定公園の豊かな自然環境や、広大な草原などの文化的景観

をはじめ、豊富な地域資源に恵まれた九州を代表する観光地となっている。 

この地域では、観光誘客や企業集積等による新たな人の流れを創出するた

め、中九州横断道路の整備を促進しつつ、豊富な文化・歴史資産など地域資

源を活かした滞在交流型観光の振興を図るため、雄大な文化的景観の保全に

努める。 

また、阿蘇の雄大な自然環境の保全、良好な景観形成、豊富な水源かん養、 

生活文化の伝承、温泉や地熱の活用など、多面的機能を活用した土地利用を

進める必要がある。 

さらに、高冷地の冷涼な気候条件を活かした農林業の振興や、世界農業遺

産に認定された草原活用システムの維持・再生の取組み強化により、草原を

含む農用地の保全と有効活用を図る。 

これに加え、世界文化遺産登録に向け、野焼き・放牧・採草の安定的な実

施や、県及び阿蘇郡市 7 市町村で構成する阿蘇世界文化遺産登録推進協議会

が策定した「太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン」等を踏

まえた景観保全の取組みなど、阿蘇の草原景観の維持・再生に向けた取組み

を強化する必要がある。 
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④ 県央東部地域 

県央東部地域については、熊本市隣接地域の東部に位置し、緑川流域沿い 

の熊本市と生活圏などにおいて関係性を有する地域と、宮崎県へ繋がる中山

間地域で構成され、石橋や歴史・文化などを活かした広域的な観光が行われ

ている地域となっている。 

この地域では、九州中央自動車道の整備が進んでおり、熊本市に近接する 

平坦地域においては、その地理的優位性を活かした商工業の集積とともに、 

熊本市及びその隣接地域への通勤圏として、住宅地の整備等を図る必要があ

る。 

また、中山間地域においては、豊かな自然環境を活かして、農畜産業や林 

業において高付加価値化に向けた取組み等を進めるとともに、伝統文化、自

然環境等を活かした観光振興や農山村体験等による交流人口の拡大を進め

ながら、地域の特性を活かした土地利用を図る。 

 

⑤ 県南地域 

県南地域については、八代、水俣・芦北、人吉・球磨のそれぞれの地域に 

おいて生活圏的なつながりを有している一方、八代地域を中心に宮崎県や鹿

児島県まで繋がる南九州の高速交通網等を介して人や物の交流が盛んに行

われるなど、相互に関係の深い地域となっている。 

引き続き、九州新幹線や九州縦貫自動車道など南九州の高速交通網の結節

点としての優位性を活かして人的、物的交流の活発化を図るとともに、八代

地域における県営工業団地の整備や、八代港などの物流拠点の機能強化等に

より、地域の産業振興に繋げる。また、各種振興施策の基盤となる南九州西

回り自動車道の整備を促進し、水俣・芦北の海岸線を走るシーサイドロード

やエコパーク水俣等の整備を進め、交流促進を図る。 

なお、この地域は、県内有数の生産量を誇る農林水産物を有する地域でも

ある。農地・林地の保全と有効活用に向けて、更なる集約化を促進するとと

もに、くまもと県南フードバレー構想に基づき、農林畜水産物の高付加価値

化等を図るため、食品関連企業の集積、企業の農業参入等による土地利用を

促進する必要がある。 

 また、甚大な被害をもたらした令和 2 年 7 月豪雨災害からの創造的復興に

ついて、被災した国道 219 号、球磨川に架かる橋梁、ＪＲ肥薩線、くま川鉄

道などのインフラの迅速な復旧を進めるとともに、球磨川流域全体の総合力

で安全・安心を実現する「緑の流域治水」を着実に推進していく。 
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⑥ 天草・宇土半島地域 

天草・宇土半島地域は、八代海や東シナ海、有明海といった海に囲まれた 

美しい景観をはじめ、豊富な水産資源やキリシタン関連の歴史・文化などの

資源を有する地域となっている。 

引き続き、豊かな地域資源、美しい景観の保全に努め、世界文化遺産の構 

成資産である三角西港や天草の﨑津集落など、歴史的・文化的に優れた観光

資源等を活かした地域づくりを進める。また、天草・宇土半島地域へのアク

セスの向上を図るため、熊本天草幹線道路の整備を促進するなど、地域の特

性を活かした土地利用を進める。 

また、農地についてはその保全と有効活用に向け、デコポン、天草大王、 

黒牛、レタスなどの地域特産物を活かした生産の安定と高品質化、さらには

ブランド化を進めるとともに、オリーブ等の栽培やセンダンの植栽を推進す

るなど、新たな産業の創出を推進していく。 
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４ ３に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

 ３に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は以下のとおりである。 

 

（１） 公共の福祉の優先と地域の実情に応じた計画的な利用 

県土の利用は、本計画に基づき、公共の福祉を優先させるとともに、地域を

とりまく自然や社会、経済、文化的条件等を踏まえて、総合的かつ計画的に進

める必要がある。このため、土地所有者は、良好な土地管理と有効な土地利用

に努め、また県等は各種の規制措置、誘導措置等を講じるほか、地域組織やＮ

ＰＯなど多様な主体との連携を行いながら、総合的な対策の実施を図る。 

 

（２） 土地利用関連法制等の適切な運用 

国土利用計画法及びこれに関連する土地利用関係法の適切な運用と、本計画

及び市町村計画等の地域の土地利用に関する計画を基本として、土地利用の計

画的な調整を推進し、適切な土地利用の確保と県土資源の適切な管理を図る。   

その際、県は、土地利用の影響の広域性や世界的半導体企業の本県進出を契

機に土地取引が活発化している状況を踏まえ、市町村など関係機関相互の連携

を図り、土地利用の総合調整を積極的に行う。 

 

（３） 県土の保全と安全性の確保 

ア 本県は、県土の約 8 割が山地・丘陵地であり、主として菊池川・白川・

緑川・球磨川という 4 つの一級水系、多くの活断層や阿蘇火山を有してい

る。 

このような中で、平成 24 年(2012 年)の九州北部豪雨、平成 28 年熊本地

震、令和 2 年 7 月豪雨など、近年、本県で発生した大規模な災害や、令和

3 年（2021 年）に静岡県熱海市で発生した土石流災害及び令和 6 年能登半

島地震を踏まえ、県土の保全と安全性の確保のために、河川・砂防・治山

等の施設整備と土地利用との調和、地形等自然条件と土地利用配置との適

合性及び地震・津波・高潮・風水害・土砂災害・火山噴火等の他、危険な

盛土等への対応に配慮しつつ、災害に強い県土づくりを推進する。 

また、より安全な地域への居住等の誘導に向け、災害リスクの高い地域

の把握、公表を積極的に行うとともに、関係法令に基づいた土地利用制限

を行う規制区域の指定を促進する。加えて、主体的な避難を促進する観点

から、ハザードマップの作成、配布や防災教育の体系的な実施、避難訓練

等を推進する。 
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また、渇水に備えるため、水利用の合理化、節水意識の高揚、地下水の

保全、安定した水資源の確保等の総合的な対策を推進する。 

イ 森林の持つ県土の保全と安全性の確保に果たす機能の向上を図るため、

熊本県森林・林業・木材産業基本計画に基づき、流域を基本的な単位とし、

地域特性に応じて、間伐等森林の整備、保安林（森林法第 25 条第１項によ

る保安林及び同法第 41 条により指定された保安施設地区並びに同法第 30

条により告示された保安林予定森林をいう。以下同じ。）の適切な指定・管

理及び治山施設の整備等を進め、森林の管理水準の向上を図る。その際、

流域保全の観点からの関係機関との連携や地域における避難体制の整備な

どのソフト対策との連携を通じた効果的な事業の実施を推進する。 

加えて、路網や機械化等効率的な作業システムの整備、地域材の利用並

びに、生産、流通及び加工段階における条件整備や林業の担い手の育成等

を進めるとともに、森林管理への県民の理解と参加を促し、山村における

生活環境の向上を図るなど、森林管理のための基礎条件を整備する。 

さらに、植林未済地は県土保全機能の低下を招くため、皆伐後の植林未

済地の解消に向けたアクションプログラムや森づくりボランティアネット

の推進等を通し、多様な主体での様々な取組みにより解消に努める。 

また、林業の成長産業化と森林資源の適切な管理の両立を図るため創設

された新たな森林管理システムのもと、「森林環境税」を活用した市町村

が行う公的な管理としての森林整備や、所有者の意向調査・境界画定、人

材育成・担い手の確保などを進めながら、これまで手入れができていなか

った森林の保全・整備を推進する。 

 

ウ 防災拠点やライフライン等の安全性を高めるため、代替機能や各種デー

タ等のバックアップ体制の整備を推進するとともに、基幹的交通、通信ネ

ットワーク等の多重性・代替性の確保を図る。 

また、都市における安全性を高めるため、市街地等において、災害に配

慮した土地利用への誘導、県土保全施設や地域防災拠点の整備、オープン

スペースの確保、土砂災害警戒区域等への立地抑制などにより、安全な市

街地の形成を図る。 

さらに、熊本県防災情報ホームページなどへの災害危険個所マップ等の

掲載により、危険地域についての情報の周知に努め、減災を図る。 

特に、中山間地域においては、崖崩れによる道路の寸断等により集落が

孤立する状況もみられるため、十分配慮する必要がある。 
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エ 平成11年(1999年)の台風18号により八代海湾奥部において高潮が発生

し大きな被害を受けた本県としては、高潮や津波による災害や海岸侵食か

ら県土を防護するため、海岸保全基本計画に基づき、海岸保全施設の整備

を図る。 

その際は、防護・環境・利用が調和した総合的な海岸保全を推進する。 

 

（４） 持続可能な県土の管理 

ア 都市の集約化に向け、地域の状況に応じ、行政、医療・介護、福祉、商

業等の都市機能や居住の都市中心部や生活拠点等への誘導等を推進する。 

 また、高齢者等の移動手段が確保されたまちづくりを進めるとともに、

公共交通機関の再生・活性化等によるネットワークの整備を行う。生活サ

ービス機能等の維持が困難と見込まれる中山間地域等の集落地域において

は、「小さな拠点」の形成を推進するため、地域の状況に応じ、日常生活

に不可欠な施設等を歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と公共交通などの

ネットワークでつなぐ取組みを進める。 

 

イ 農業・農村が持つ多面的機能を発揮させるため、農業の担い手の育成・

確保と農地の集積・集約を推進するとともに、水路等の管理を地域コミュ

ニティで支える活動を支援する。 

 

ウ 持続可能な森林管理のため、県産木材需要の創出、施業集約化の加速化、

路網整備等の実施を支援するとともに、管理が困難な森林所有者や不在村

森林所有者等に対し、森林組合等への長期的な森林経営の委託等を推進し、

効率的な施業の定着を図る。 

 

エ 健全な水循環の維持又は回復のため、関係者の連携による流域の総合的

かつ一体的な管理、貯留・かん養機能の維持及び向上、安定した水供給・

排水の確保、持続可能な地下水の保全と利用の促進、水環境の改善等の施

策を総合的かつ一体的に進める。 

 

（５）自然環境の保全・再生と美しい県土の形成 

ア 県土は次の世代に引き継ぐべき県民の共有財産であり、環境とは不可分

のものである。 

そこで、地球温暖化対策及び地域の大気環境の保全策を推進するため、

熊本県環境基本条例、熊本県環境基本指針及び熊本県環境基本計画等に基
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づき、太陽光、風力、バイオマス等の新エネルギーの導入、公共交通機関

の利用促進、物流効率化の促進など、地域・都市構造や交通システムの観

点から環境負荷の低減に向けた土地利用を図る。 

また、二酸化炭素の吸収源となる森林や都市等の緑の適切な保全・整備

を推進する。 

 

イ 循環型社会の形成に向け、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再使用（リ

ユース）、再生利用（リサイクル）の３Ｒを一層進めるとともに、発生し

た廃棄物の適正な処理を行うため、環境の保全に十分配慮しつつ、必要な

用地の確保を図る。さらに、大量生産、大量消費、大量廃棄型の線形経済

から、持続可能な形で資源を循環的に有効利用するサーキュラーエコノミ

ー（循環型経済）への移行を推進する。 

また、廃棄物の不法投棄等の不適正処理の防止と適切かつ迅速な原状回

復に努める。 

 

ウ 生活環境の保全を図るため、騒音等の著しい交通施設等の周辺において、

緑地帯の設置、倉庫や事業所等の施設の適切な誘導等により、土地利用の

適正化を図る。 

また、緩衝緑地施設や住居系、商業系、工業系等の用途区分に応じた適

切な土地利用への誘導を進める。 

二酸化炭素や窒素酸化物等による環境への負荷の低減に資する交通シ

ステムの構築や都市づくり等に配慮した土地利用を図る。 

 

エ 本県の特長である豊かな地下水を確保・保全するため、熊本県地下水保

全条例、熊本地域地下水総合保全管理計画に基づき、かん養機能を持つ農

用地や森林等の保全、雨水浸透機能の強化、雨水利用施設の普及、地下水

利用の合理化等により水量の保全に努める。 

また、有害物質等の使用の低減化や、それを含む地下浸透水や排出水に

対する規制・指導等により地下水汚染の未然防止に努め、健全な水環境の

保全を図る。 

さらに、土壌汚染の防止や汚染土壌による被害の防止に努める。 

 

オ 阿蘇くじゅう国立公園や雲仙天草国立公園、白髪岳自然環境保全地域を

はじめ、2つの国定公園と 7 つの県立自然公園及び７つの県自然環境保全

地域等多様な自然に恵まれた県土を次世代に引き継ぐ責務がある。 
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そこで、高い価値を有する原生的な自然については、自然公園法や自然

環境保全法等での厳格な行為規制等により厳正な保全を図る。 

野生生物の生息・生育、自然風景、稀少性等の観点からみて優れている

自然については、熊本県野生動植物の多様性の保全に関する条例での行為

規制等により適切な保全を図る。 

二次的な自然については、適切な農林漁業活動や県民・企業等による保

全活動の促進、必要な施設の整備等を通じて自然環境の維持・形成を図る。 

自然が劣化・減少した地域については、その再生・創出により質的向上

と量的確保を図る。 

 

カ 生物の多様性を保全するため、森・里・川・海をつなぐ生態系の保全の

取組みを推進するとともに、自然保護の関係団体や専門家会議などの連携

の充実を図る。 

 

キ 阿蘇の原野は、牛馬の飼育のほか、生物多様性の観点及びその美しい景

観による人々の癒しの空間としても重要な位置を占めており、放牧や採草、

野焼き等により維持されてきたが、近年担い手が減少傾向にある。 

このため、原野保全の観点からも、担い手の育成・確保や多様な主体の

協働により、生物の多様性を維持し、美しい景観の保全を図る。 

 

ク 安全・環境・景観に配慮しつつ、海岸侵食対策や下流への土砂供給など

山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組みの推進等を通じて、

土砂の移動等により形成される美しい山河や、天草等の白砂青松の海岸の

保全・再生を図る。 

加えて、土砂採取に当たっては、環境・景観保全や経済社会活動などに

配慮しつつ適切な管理を図る。 

 

ケ 歴史的・文化的景観の保存、文化財の保護等を図るため、文化財保護法

を適切に運用するとともに、開発行為等の規制を行う。 

また、後世に残り得る文化的遺産として優れた建造物を造るくまもとア

ートポリスを推進する。 

加えて、美しく良好な景観形成に資する県や市町村の景観条例、熊本県

屋外広告物条例等の適切な運用やそれぞれの地域特性を踏まえた取組みを

通じて、緑や水に代表される自然と、長い歴史の中で築きあげられてきた

文化と生活が相まった熊本らしい景観の保全・創造を図る。 
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コ 環境負荷の低減を図るため、「くまもとグリーン農業」の推進など環境

と調和した持続性の高い農業を推進する。 

サ 開発事業を行う場合、事業者は、環境影響評価法及び熊本県環境影響評

価条例に基づき環境影響評価を実施し、その結果を公表して住民等や行政

の意見を聴き、十分な環境保全対策を実施すること及び法や条例の対象と

ならない県の公共事業について、熊本県公共事業等環境配慮システム、熊

本県公共事業等環境配慮チェックリストを活用し自主的な環境配慮の取組

みを実施することにより、環境への影響を未然に防止・低減し、良好な環

境の確保を図る。 

 

（６）土地利用の転換の適正化 

ア 土地利用の転換を図る場合には、各個別規制法等に基づき、その復元の

困難性、地下水かん養域のかん養面積の減少等の影響の大きさに十分留意

した上で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資本の整備

状況その他の自然的・社会的条件を勘案して適切に行うこととする。 

  特に、自然条件の勘案に当たっては、県土を生物多様性という観点から

評価し、土地利用転換が生物の生息・生育の環境に与える負荷を最小限に

とどめるよう配慮する。 

また、転換途上であっても、これらの条件の変化を勘案して必要がある

ときは、速やかに計画の見直し等の適切な措置を講ずる。 

加えて、農林業的土地利用を含む自然的土地利用が減少している一方で、

低・未利用地が増加していることを鑑み、低・未利用地の有効活用を通じ

て、自然的土地利用等からの転換を原則として抑制する。 

 

イ 森林の利用転換を行う場合には、森林の保続培養と林業経営の安定に留

意しつつ、災害の発生、環境の悪化等公益的機能の低下を防止することを

十分考慮して、周辺の土地利用との調整を図る。 

また、原野の利用転換を行う場合には、環境の保全に配慮しつつ、周辺

の土地利用との調整を図る。 

 

ウ 農用地の利用転換を行う場合には、食料の安定供給、農業経営の安定及

び地域農業や地域景観・自然環境等に及ぼす影響に留意し、非農業的土地

利用との計画的な調整を図りつつ、無秩序な転用を抑制し、優良な農用地

が確保されるよう十分考慮する。 
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エ 大規模な土地利用の転換については、その影響が広範であるため、周辺

地域も含めて事前に十分な調査を行い、県土の保全と安全性の確保、環境

の保全等に配慮しつつ、適切な土地利用の確保を図る。 

また、地域住民の意向等地域の実情を踏まえた適切な対応を図るととも

に、市町村の基本構想に盛り込まれている地域づくりの総合的な計画、公

共用施設の整備、公共サービスの供給計画等との整合を図る。 

 

オ 農山漁村における土地利用の混住化が進行する地域において土地利用の

転換を行う場合には、土地利用の混在による弊害を防止するため、農用地、

宅地等の相互の土地利用の調和と調整を図る。 

また、土地利用規制の観点からみて無秩序な施設立地等の問題が生じて

いる地域においては、土地利用関連制度の的確な運用等の検討を通じ、地

域の環境を保全しつつ、地域の実情に応じた総合的かつ計画的な土地利用

の実現を図る。 

 

（７）土地の有効利用の促進 

ア 農地については、「稼げる農業」の加速化を目指して、熊本県食料・農

業・農村計画や熊本県農業振興地域整備基本方針に基づき、平地農業地域、

中山間農業地域等それぞれの立地条件に応じた農業生産基盤の整備を計画

的に推進するとともに、農地中間管理機構等を活用した個別経営体又は地

域営農組織等への農地の集積を図る。 

 

イ 森林については、熊本県森林・林業・木材産業基本計画に基づき、その

多面的機能が高度に発揮されるよう、適切な整備・保全を行うとともに、

林業の持続的かつ健全な発展を図る。 

また、美しい景観や、自然とのふれあい、癒しの場として、価値の高い

森林については、森林環境教育や、レクリエーション利用の場として総合

的な利用を図る。加えて、森林の整備を推進する観点から、地域材の利用

や木質バイオマスの利活用を促進する。 

さらに、木材生産等の経済的価値の向上や公益的機能を高めるため、今

後においても森林資源の整備を計画的に推進する。 

なお、植林未済地については、「水とみどりの森づくり税」や森づくり

ボランティアネット等を活用するとともに、多様な主体による植林活動等

に取り組む。 
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ウ 水面・河川・水路については、治水及び利水機能の発揮と向上に留意し

つつ、多様な生物の生息・生育環境としての機能の発揮のために、必要な

水量・水質の確保や整備を図るとともに、地域の優れた景観と一体となっ

た水辺空間や水と人とのふれあいの場の形成に努める。 

  また、県民とのパートナーシップによる河川の保全活動等が増加してい

ることから、より地域住民との連携を深め、より良い河川環境を創出する。 

 

エ 道路については、公共・公益施設の共同溝への収容や電線類の地中化、

既存道路空間の再配分などにより、道路空間の有効利用を図るともに、道

路緑化等の推進による良好な道路景観の形成を図る。 

 

オ 住宅地については、熊本県住宅マスタープランに基づき、地域景観に配

慮したまちなみ整備、居住環境の整備を推進するとともに、需要に応じた

適正規模の宅地の供給を促進する。 

加えて、市街地における低・未利用地及び空き家等を含む既存ストック

の有効活用や住宅の普及・啓発、住宅の長寿命化、既存住宅の市場整備を

通じて、持続的な利用を図る。 

特に、空き家等については、所在地の把握や所有者の特定など実態を把

握した上で、空き家バンク等による所有者と入居希望者とのマッチングや

空き家等を居住環境の改善及び地域の活性化に資する施設等に改修するな

ど利活用を促進する。また、倒壊等の著しい危険がある空き家等について

は、除却等の措置を進める。 

さらに、中心市街地については、熊本地震による建物損壊や解体による

影響により、土地利用の縮小の流れが顕在化しており、都市機能の集約と

まちなか居住の促進を図り、また、郊外部においては無秩序な開発を抑制

することで、都市機能の適正な配置に努め、公共交通機関の整備及び交通

移動円滑化対策等により、様々な都市機能等が集積した賑わいのある中心

市街地への再構築を図る。 

 

カ 工業用地については、高度情報通信インフラ、研究開発インフラ、産業・

物流インフラ等の戦略的かつ総合的な整備を促進することにより、グロー

バル化への対応や産業の高付加価値化等を図るとともに、質の高い低コス

トの工業用地の整備を計画的に進める。 

その際、地域社会との調和及び環境への負荷低減と公害防止を図る。ま
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た、既存の工業団地のうち未分譲地等の有効利用を促進する。 

港湾用地については、海外展開の拠点としてクルーズ船受け入れ環境の

向上と人流・物流の機能向上を図るとともに、災害時の支援活動の拠点と

しての機能を確保する。このほか、各港湾において積極的なポートセール

スによる利用向上を図る。 

 

キ 低・未利用地のうち、荒廃農地については、県土の有効利用及び環境保

全等の観点から、周辺土地利用との調整を図りつつ、新たな発生防止に努

めるとともに、既存のものに対しては農地としての活用を積極的に促進す

るとともに、地域の実情に応じ、地域の活性化のための施設用地、森林等

への転換を図る。 

また、農用地等から宅地へと転換された後に低・未利用地となった土地

については、新たな土地需要がある場合には県土の有効利用の観点から優

先的に再利用を図る一方、状況に応じて自然の再生を図るなど、地域の実

情を踏まえて計画的かつ適切な活用を促進する。 

 

（８）県土の県民的経営の推進 

次世代へ引き継ぐべき共有財産である県土について、土地所有者以外の者も

含めた多様な主体の協働による県土の管理を推進することにより、県土の管理

水準の向上など直接的な効果だけでなく、地域への愛着のきっかけや、地域に

おける交流促進、土地所有者の管理に対する関心の喚起など適切な県土の利用

に資する効果が期待できる。 

このため、国・県・市町村による公的な役割、所有者等による適切な管理に

加え、森づくりボランティアネット等による森づくり活動をはじめ、水と緑の

財産づくりのための農用地の保全管理活動への参加、地元農産品や地域材製品

の購入、緑化活動に対する寄付など、県民総参加による「県土の県民的経営」

の取組みを推進する。 

 

（９）県土に関する調査の推進及び成果の普及啓発 

県土の科学的かつ総合的な把握を一層充実するため、国土調査、土地基本調

査、自然環境保全基礎調査等県土に関する基礎的な調査を推進するとともに、

県民等と情報を共有し、その総合的な利用を図る。 

また、土地所有者の高齢化や不在地主の増加により、森林や農地等において、

境界や所有者が不明となる土地が発生することを防ぐ観点からの取組みを推進

する。 
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特に、地籍整備の実施による土地境界の明確化は、事前防災や被災後の復旧・

復興の迅速化をはじめとして、土地取引、民間開発・県土基盤整備の円滑化等

に大きく貢献し、極めて重要な取組みである。地籍調査の主な実施主体である

市町村において、引き続き、計画的に実施を推進する。 

さらに、県民の県土への理解を促し、計画の総合性及び実効性を高めるため、

ＧＩＳ(地理情報システム)等の活用による調査結果の普及及び啓発を図る。 

 

（10）計画の効果的な推進 

計画の推進等に当たっては、各種の指標等を活用し、県土利用をとりまく状

況や県土利用の現況等の変化及びこれらの分析を通じて計画推進上の課題を把

握し、計画がその目的を達するよう効果的な施策を講じる。 
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５ 土地利用の原則及び重複する地域の調整指導方針  

（１）土地利用の原則（五地域） 

土地利用は、土地利用基本計画図に図面表示された、都市地域、農業地域、

森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域ごとに、それぞれ次の原則

に従って適正に行われなければならない。なお、五地域のいずれにも属しない

地域においては、当該地域の特性及び周辺地域との関連等を考慮して適正な土

地利用を図るものとする。また、土地利用規制の観点からみて無秩序な施設立

地等の問題が生じている地域において、制度の的確な運用等の検討を通じ、地

域の環境を保全しつつ、地域の実情に応じた総合的かつ計画的な土地利用の実

現を図るものとする。 

 

① 都市地域 

都市地域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必

要がある地域である。 

 

ア 市街化区域においては、安全性、快適性、利便性等に十分配慮した市

街地の開発、交通体系の整備、上下水道その他の都市施設の整備を計画

的に推進するとともに、樹林地、水辺地等自然環境を形成しているもの

で、良好な生活環境を維持するために不可欠なものについては、積極的

に保護、育成を図るものとする。 

イ 市街化調整区域（都市計画法第７条第３項による市街化調整区域をい

う。以下同じ。）においては、特定の場合を除き、都市的な利用を避け、

良好な都市環境を保持するための緑地等の保全を図るものとする。 

ウ 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていな

い都市計画区域における用途地域（都市計画法第８条第１項第１号によ

る用途地域をいう。以下同じ。）の土地利用については、市街化区域に

おける土地利用に準ずるものとし、用途地域外の都市地域においては、

土地利用の動向を踏まえ、環境及び農林地の保全に留意しつつ、都市的

な利用を認めるものとする。 

 

② 農業地域 

農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を

図る必要がある地域である。 

ア 農用地区域（農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に
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よる農用地等として利用すべき土地の区域をいう。以下同じ。）の土地は、

農業生産の基盤として確保されるべき土地であることを考慮し、土地改

良、農用地造成等の農業基盤の整備を計画的に推進するとともに、他用

途への転用は行わないものとする。 

イ 農用地区域を除く農業地域内の農地等については、都市計画等農業以

外の土地利用計画との調整を了した場合には、その転用は極力調整され

た計画等を尊重し、農業生産力の高い農地、集団的に存在している農地

又は農業に対する公共投資の対象となった農地（以下「優良農地」とい

う。）は、後順序に転用するよう努めるものとし、農業以外の土地利用計

画との調整を了しない地域及び農業以外の土地利用計画の存しない地域

においては優良農地の転用は原則として行わないものとする。 

 

 ③ 森林地域 

森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森

林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域である。 

 

ア 保安林については、県土保全、水源かん養、生活環境の保全等の諸機

能の積極的な維持増進を図るべきものであることを考慮し、適切な管理

を行うとともに他用途への転用は行わないものとする。 

イ 保安林以外の森林地域については、経済的機能及び公益的機能の維持

増進を図るものとし、林地の保全に特に留意すべき森林、施業方法を特

定されている森林、水源地として依存度の高い森林、優良人工造林地又

はこれに準ずる天然林等の機能の高い森林については、極力他用途への

転用を避けるものとする。 

なお、森林を他用途へ転用する場合には、森林の保続培養と林業経営

の安定に留意しつつ、災害の発生、環境の悪化等の支障をきたさないよ

うに十分考慮するものとする。 

 

④ 自然公園地域 

自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る

必要がある地域である。 

 

ア 特別地域（自然公園法第 20 条第１項又は第 73 条第１項による特別地

域をいう。以下同じ。）については、その風致又は景観の維持を図るべき

ものであることを考慮し、都市的利用、農業的利用を行うための開発行
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為は極力避けるものとする。 

イ 特別地域以外の自然公園地域においては、都市的利用又は農業的利用

を行うための大規模な開発、その他自然公園としての風景地の保護に支

障をきたすおそれのある土地利用は極力避けるものとする。 

 

⑤ 自然保全地域 

自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の

保全を図る必要がある地域である。 

 

ア 原生自然環境保全地域（自然環境保全法第 14 条による原生自然環境保

全地域をいう。以下同じ。）においては、その指定の趣旨を考慮し、自然

の推移に委ねるものとする。 

イ 特別地区（自然環境保全法第 25 条第１項及び第 46 条第１項による特

別地区をいう。以下同じ。）においては、その指定の趣旨を考慮し、特定

の自然環境の状況に対応した適正な保全を図るものとする。 

ウ 原生自然環境保全地域及び特別地区以外の自然保全地域においては、

原則としてその土地の利用目的を変更しないものとする。 

 

（２） 五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方 

  針 

都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域又は自然保全地域のうち、２

地域が重複している地域においては、次に掲げる調整指導方針に即し、また、

３以上の地域が重複する地域においては、次に掲げる調整指導方針におけるそ

れぞれの関係からみた優先順位、指導の方向等を考慮して、３の（２）に掲げ

る地域別の土地利用の基本方向に沿った適正かつ合理的な土地利用を図るもの

とする。 

 

① 都市地域と農業地域とが重複する地域 

ア 市街化区域以外及び用途地域以外の都市地域と農用地区域とが重複す

る場合は、農用地としての利用を優先するものとする。 

イ 市街化区域以外及び用途地域以外の都市地域と農用地区域以外の農業

地域とが重複する場合は、土地利用の現況に留意しつつ、農業上の利用

との調整を図りながら、都市的な利用を認めるものとする。 

 

② 都市地域と森林地域とが重複する地域 
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ア 都市地域と保安林の区域とが重複する場合は、保安林としての利用を

優先するものとする。 

イ 市街化区域及び用途地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する

場合は、原則として、都市的な利用を優先するが、緑地としての森林の

保全に努めるものとする。 

ウ 市街化区域以外及び用途地域以外の都市地域と保安林の区域以外の森

林地域とが重複する場合は、森林としての利用の現況に留意しつつ、森

林としての利用との調整を図りながら都市的な利用を認めるものとする。 

 

③ 都市地域と自然公園地域とが重複する地域 

ア 市街化区域及び用途地域と自然公園地域とが重複する場合は、自然公

園としての機能をできる限り維持するよう調整を図りながら、都市的な

利用を図っていくものとする。 

イ 市街化区域以外及び用途地域以外の都市地域と特別地域とが重複する

場合は、自然公園としての保護及び利用を優先するものとする。 

ウ 市街化区域以外及び用途地域以外の都市地域と特別地域以外の自然公

園地域とが重複する場合は、両地域が両立するよう調整を図っていくも

のとする。 

 

④ 都市地域と自然保全地域とが重複する地域 

ア 市街化区域以外及び用途地域以外の都市地域と特別地区とが重複する

場合は、自然環境としての保全を優先するものとする。 

イ 市街化区域以外及び用途地域以外の都市地域と特別地区以外の自然保

全地域とが重複する場合は、両地域が両立するよう調整を図っていくも

のとする。 

 

⑤ 農業地域と森林地域とが重複する地域 

ア 農業地域と保安林の区域とが重複する場合は、保安林としての利用を

優先するものとする。 

イ 農用地区域と保安林の区域以外の森林地域とが重複する場合は、原則

として、農用地としての利用を優先するものとするが、農業上の利用と

の調整を図りながら森林としての利用を認めるものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と保安林の区域以外の森林地域とが重複す

る場合は、森林としての利用を優先するものとするが、森林としての利

用との調整を図りながら、農業上の利用を認めるものとする。 
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⑥ 農業地域と自然公園地域とが重複する地域 

ア 農業地域と特別地域とが重複する場合は、自然公園としての保護及び

利用に十分配慮し、地域における自然環境の実態に即し、農業上の利用

を認めるものとする。 

イ 農用地区域と特別地域以外の自然公園地域とが重複する場合は、自然

公園としての機能をできる限り維持しつつ、農用地としての利用を図っ

ていくものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と特別地域以外の自然公園地域とが重複す

る場合は、自然公園としての機能に留意しつつ、農業上の利用を認める

ものとする。 

 

⑦ 農業地域と自然保全地域とが重複する地域 

ア 農業地域と特別地区とが重複する場合は、自然環境としての保全を優

先するものとする。 

イ 農用地区域と特別地区以外の自然保全地域とが重複する場合は、自然

環境としての保全をできる限り図りつつ、農用地としての利用を図って

いくものとする。 

ウ 農用地区域以外の農業地域と特別地区以外の自然保全地域とが重複す

る場合は、自然環境としての保全に留意しつつ、農業上の利用を認める

ものとする。 

 

⑧ 森林地域と自然公園地域とが重複する地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 

 

⑨ 森林地域と自然保全地域とが重複する地域 

両地域が両立するよう調整を図っていくものとする。 
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６ 土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画 

別表に掲げた公的機関を主体とする開発保全整備計画については、国土利用

計画法の運用上、当該計画に係る事業の実施を明らかに阻害することとなる土

地取引につき、その取引の中止勧告等の措置を講ずることとするほか、国土利

用計画法第 10 条の趣旨に即して、当該計画に基づく事業が円滑に実施されるよ

う土地利用上配慮するものとする。 

 

（別表） 

 

 

計 画 名 事 業 目 的 規 模 位 置 計画主体 事業主体 

都 市 計 画  

緑 地 事 業 

（神園山、小

山山地区） 

美しい熊本づくりの

一環として、残されて

いる緑の拠点を中心に

緑地の確保に努め、あ

わせてﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ緑地と

して活用を図る。 

 

 

 

66ha  

 

熊本市東区 

小山町 
熊本市 熊本市 

 

 

〃 

（戸島地区） 

 

 

 

〃 22ha  
熊本市東区 

戸島町 
熊本市 熊本市 



 
 

 

 

 

 熊本県土地利用基本計画 

（第 5次熊本県国土利用計画） 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
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１ 国土利用計画法における各計画体系図 

 国土利用計画法（昭和 49 年法律第 92 号）に基づき、国土利用計画（県計画）

及び土地利用基本計画を策定しており、今回の改定において両計画を統合した。 

 国土利用計画（全国計画）を基本として策定する国土利用計画（県計画）は、

県土の利用に関する基本構想や県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標

等について定めるものであり、本計画では、「１ 県土利用に関する基本構想」、

「２ 県土利用の基本方向」、「３県土の利用目的に応じた区分ごとの規模の

目標及びその地域別の概要」、「４ ３に掲げる事項を達成するために必要な

措置の概要」がこれに該当する。 

また、これを基本として策定する土地利用基本計画は、都市計画法（昭和 43

年法律第 100 号）、農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）、

森林法（昭和 26 年法律第 249 号）等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位

計画として、総合調整機能を果たすものであり、本計画では、「５ 土地利用

の原則及び重複する地域の調整指導方針」、「６ 土地利用上配慮されるべき

公的機関の開発保全整備計画」がこれに該当する。 
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２ 利用区分の定義 

 

利用区分 定義 

１．農地 

 

 

２．森林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．原野等 

（原野、 

採草放牧地） 

 

 

 

農地法第２条第１項に定める農地で、耕地の目的に供さ

れる土地であって畦畔を含む。 

 

森林法第２条第１項に規定する森林を対象とし、国有林

と民有林の合計である。なお、林道面積は含まない。 

 

 １）国有林 

  ア．林野庁所管国有林 

    森林法第２条第３項に規定する国有林のうち、林

野庁が所管する森林。官行造林地（公有林野等官行

造林法に基づき国が造林した分収林をいう。なお、

官行造林契約期間中に、その面積の一部に伐採跡地

が発生した場合については、民有林に計上する。）

も含む。 

  イ．その他省庁所管国有林 

    森林法第２条第３項に規定する国有林のうち、林

野庁所管以外の森林。なお、独立行政法人通則法第

２条第１項及び第２項に規定する独立行政法人及び

特定独立行政法人並びに国立大学法人法第２条第１

項に規定する国立行政法人が所管する森林について

は民有林に区分される。 

 

 ２）民有林 

  森林法第２条第１項に定める森林であって同条第３項 

に定めるもの。 

 

 農地法第２条第１項に定める採草放牧地（農地以外の土

地で主として耕作又養畜の事業のための採草又は家畜の

放牧の目的に供されるもの）と｢世界農林業センサス林業

調査報告書｣の｢森林以外の草生地｣から国有林（ただし林

野庁所管分に限る）を除いた面積の合計。 
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４．水面 

・河川・水路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．道路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．宅地 

 

 

１）住宅地 

 

 

 

 

 水面、河川及び水路の面積の合計である。 

 

１）水面 

 湖沼（人造湖及び天然湖沼）並びにため池の満水時の

水面である。 

 

２）河川 

 河川法第４条に定める一級河川、同法第５条に定める

二級河川及び同法第 100 条による準用河川の同法第６条

に定める河川区域である。 

 

３） 水路 

 農業用用排水路である。 

 

 一般道路、農道及び林道の合計である。車道部(車道、中

央帯および路肩)、歩道部、自転車道部及び法面からなる。 

 

 １）一般道路 

  道路法第２条第１項に定める道路。 

 

 ２）農道 

  農地面積に一定率を乗じた圃場内農道及び「市町村農

道台帳」の農道延長に一定幅員を乗じた圃場外農道。 

 

 ３）林道 

  国有林道及び民有林林道。 

 

建物の敷地及び建物の維持又は効用を果たすために必要

な土地である。 

 

  ｢固定資産の価格等の概要調書｣の評価総地積の住宅用

地に、非課税地積のうち、都道府県営住宅用地、市町村

営住宅用地及び公務員住宅用地を加えたもの。 
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２）工業用地 

 

 

３）その他の

宅地 

 

７．その他 

  ｢工業統計調査（地域別統計表）｣にいう｢事業所敷地面

積｣を従業者４人以上の事業所敷地面積に補正したもの。 

  

１）、２）の区分のいずれにも該当しない宅地。 

 

 

県土面積から｢農地｣、｢森林｣、｢原野等｣、｢水面・河川・

水路｣、｢道路｣及び｢宅地｣の各面積を差し引いたものであ

る。 
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３ 土地利用基本計画図地域区分別面積 

 

面 積(ha) 割 合(%)

都 市 地 域 129,855 17.5

農 業 地 域 490,457 66.2

森 林 地 域 460,338 62.1

自 然 公 園 地 域 167,405 22.6

自 然 保 全 地 域 332 0.0

1,248,387 168.5

5,994 0.8

740,919 100.0

五
地
域

区  分

計

白 地 地 域

県 土 面 積
 

注)１．県土面積は、令和 6 年（2024 年）10 月 1 日現在の国土地理院公表の県土面積である。 

２．森林面積は、熊本県林業統計要覧（令和 4 年度（2022 年度）版）公表の森林面積である。 

３．地域区分の面積（森林地域を除く）は、土地利用基本計画上で計測したものである。 
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４ 五地域の細区分別面積 

細 区 分

都市地域

市街化区域 12,696 令和5年3月31日現在

市街化調整区域 40,033 〃

その他の都市計画区域に
おける用途地域 10,945 〃

農業地域

農用地区域 126,700 令和5年12月31日現在

森林地域

国有林 63,256 令和6年4月1日現在

地域森林計画対象民有林 396,064 〃

保安林 170,881 令和5年3月31日現在

自然公園地域

特別地域 66,876 令和7年2月28日現在

特別保護地区 1,152 〃

自然保全地域

特別地区 299 令和7年1月27日現在

面 積(ha) 備 考五地域

 
※面積は、個別規制法部局資料による 
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５ 用語解説 

あ 

・新たな森林管理システム（21 ページ） 

  林業の成長産業化と森林資源の適切な管理、意欲と能力のある林業経営者

への森林の経営管理の集積を進めるために創設されたもの。 

・エコ・コンパクトな都市づくり（7 ページ） 

  今後の人口動向に対応して豊かな生活を営めるような都市を目指し、市街

地の無秩序な拡大の抑制、公共交通機関優先の都市づくり、中心市街地の再

構築に加え、低炭素社会を実現しようとする考え方。 

・オープンスペース（5，7，11，13，21 ページ） 

  公園、道路、河川、学校グラウンド等立ち入りが可能な空地等。 

か 

・環境衛生施設(12 ページ) 

  上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設、共同墓地及び火葬場。 

・環境への負荷(9，23，27 ページ) 

  人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因

となるおそれのあるもの。 

・緩衝緑地(23 ページ) 

  工場、道路等生産輸送活動が行われる土地と住宅地等日常生活が展開され

る土地を必要に応じて分離し、居住環境の悪化を防止するための緑地。 

・基準年次(14 ページ) 

  計画の基礎となる年次であり、通常、計画策定時において様々な実績値を

網羅的に把握できる直近の年次としている。 

・協働(5，24，28 ページ) 

  パートナーシップの関係を前提として、課題や目的を共有しながら、より

良いものを創り上げていく具体的な「行為や行動」。 

・共同溝(27 ページ) 

  電話線、電力線、ガス管、水管、下水道管等の公益事業のための物件を共

同して収容する道路の路面下の施設。 

・居住環境(11，13，27 ページ) 

  通勤通学や買物の利便性、生活関連施設の整備状況、近隣における自然の

豊かさ、災害に対する安全性等、居住地の良好さを指した環境。 

・くまもとアートポリス(24 ページ) 

  環境デザインに対する関心を高め、都市文化並びに建築文化の向上を図る

とともに、文化情報発信地としての熊本を目指して、後世に残る文化的資産
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を創造することを目的とした事業。 

・くまもとグリーン農業(25 ページ) 

  安全・安心な農産物を生産・供給するとともに、熊本の宝であるきれいで

豊かな地下水を始めとする恵まれた自然環境を守り育てるため、土づくりを

基本として、慣行農法に比べて化学合成肥料や化学合成農薬を削減するなど、

環境にやさしい農業。 

・熊本県人口ビジョン(14 ページ) 

  平成 27 年(2015 年)10 月に策定、令和 3 年(2021 年)3 月改定。 

  まち・ひと・しごと創生法第 9 条に基づく「熊本県まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を策定するに当たって、本県における人口の現状を分析し、2060

年の人口の見通しなど、今後めざすべき将来の方向を示すもの。 

  2060 年の本県の人口について、国に準拠した推計では 124 万 3 千人となる

ところを、141 万 1 千人までの減少に抑えるという将来展望を示している。 

・原生的な自然(8，24 ページ) 

  人の活動による影響を受けたことのない自然、又はかつて影響を受けたが

現在はその影響がほとんど残っていない自然。 

・健全な水環境(23 ページ) 

  治水や利水に対する県民の要望が充足され、同時に環境の保全に果たす水

の役割が損なわれないなど、水の循環系において様々なニーズや機能がバラ

ンスよく良好に保たれた状態。 

・健全な水循環系(11 ページ) 

  流域を中心とした一連の水の流れの過程において、人間社会の営みと環境

の保全に果たす水の機能が、適切なバランスの下に、ともに確保されている

状態。 

・県土(1，2，3，4，5 ページ他) 

  土地、水、自然等の県土資源及びこれに人間が働きかけ形成した蓄積の総

体。県土の範囲は、第一義的には海を含め主権的な利用権が及ぶ範囲である

が、国土利用計画においては、県民がその地域を生活や生産の場として使い、

あるいは使う見通しがあり、かつ保全と利用の調整等計画によって秩序ある

利用を図る必要のある範囲を計画の対象としていることから、具体的には海

域は沿岸域までとしている。 

・県土資源(20 ページ) 

  土地、水、自然等。地表面そのもの又は地表面に展開し、人間にとって様々

な価値をもたらす素材である。 

・県土保全機能(5，9，21 ページ) 
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  土砂の移動を防止し、洪水の発生を防ぐなど、県土の保全に資する機能。 

・県土利用(1，2，3，4，5 ページ他) 

  土地、水、自然という側面からみて、県土を利用すること。土地利用に比

較して、県土利用は水や動植物等の利用を含むことから、より広範な概念で

ある。 

・公園緑地(12，13 ページ) 

  公園、広場、墓園等都市環境の改善と良好な都市環境の形成を図り、都市

の健全な発達と住民の心身の健康の保持増進等健康で文化的な都市生活を

確保するための土地。 

・公共・公益施設(11，27 ページ) 

  電気、ガス、水道、下水道、電話、地下鉄、地下街等の施設。 

・公共交通(8，16，17，22，23 ページ) 

  鉄道、路線バス、タクシー、船舶など、不特定多数の者が、日常生活や社

会生活、観光等における移動のために利用できる交通機関。 

・厚生福祉施設(12 ページ) 

  病院、保健所、社会福祉施設など国民の健康で幸福な生活に資する施設。 

・交通結節機能(11 ページ) 

  異なる交通手段(場合によっては同じ交通手段)を相互に連絡する乗り換

え・乗り継ぎ施設。 

・交通施設(12，23 ページ) 

  道路、鉄道、空港など交通の用に供される施設。 

・荒廃農地(2，3，6，9，13，18，28 ページ) 

  現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では

作物の栽培が客観的に不可能となっている農地。 

・国土強靱化(3 ページ) 

  人命を守り、また経済社会への被害が致命的なものにならず迅速に回復す

る「強さとしなやかさ」を備えた国土、経済社会システムを平時から構築す

る取組み。 

・国土調査(28 ページ) 

  ①地籍調査、②土地分類調査、③水調査、④①～③の基礎となるために行

う調査。国土調査法に基づく調査であり、本調査より得られる成果は土地利

用計画の策定や公共事業を推進する際の基礎資料としても用いられている。 

・混住化(26 ページ) 

  農業集落において農家と農家以外（土地持ち非農家及び非農家）が混在し

て存在すること。 
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さ 

・再開発(13 ページ) 

  都市において、人口の集中による過密化と不合理な土地利用により生ずる

都市機能の低下、環境の悪化に対応するため、工場の分散や流通業務の再配

置、都市施設の整備等都市における土地の合理化かつ健全な高度利用と都市

機能の更新を図り、もって良好な市街地環境の創造、都市の安全性の確保、

計画的な受託の供給、住民生活の改善・向上等公共の福祉に寄与すること。 

・サーキュラーエコノミー（循環型経済）（23 ページ） 

 資源の投入量・消費量を抑えつつ、製品等をリユース・リペア・メンテナ

ンスなどにより長く利用し、循環資源をリサイクルする３Ｒの取組を進め、

再生可能な資源の利用を促進し、ストックを有効活用しながら、サービス化

等を通じて資源・製品の価値を回復、維持又は付加することによる価値の最

大化を目指すもの。 

・砂防(10，20 ページ) 

  台風や集中豪雨さらには地震や火山噴火などにより引き起こされる土砂

災害の防止を進め、県土の保全を図ること。 

・自然維持地域(7，8，9 ページ) 

  人為的な影響が弱いか又は非恒常的であることから、自然が良好な状態で

維持されてきた地域であって、かつその自然が優れた属性を有しており、今

後ともその優れた自然環境の維持を図るべき地域。 

・自然環境保全基礎調査(28 ページ) 

  自然環境の保全を図るため、国が自然環境保全法に基づいて実施する基礎

的な調査。これまでに、植生、野生動物、河川、湖沼、海岸等の自然環境に

関する調査が行われている。 

・自然的土地利用(12，25 ページ) 

  都市的土地利用以外の土地利用であり、農林業的土地利用に自然環境の保

全を旨として維持すべき森林、原野、水面、河川などを加えたもの。 

・持続可能な森林経営(10 ページ) 

  国連環境開発会議で採択された森林原則声明において初めて用いられた

言葉（sustainable forest management）であり、森林の取り扱いに際し規

範とすべきキーワードとして、現在各国で用いられている。 

  具体的には、木材、水、燃料、野生生物の生息・生息地、景観等さまざま

な財及びサービスを森林が将来にわたって供給できるよう森林を持続的に経

営していこうというものであり、持続可能な森林経営の進展を評価するため

に国際的な基準、指標の作成及び評価が進められている。 

・集水域(5 ページ) 
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  雨水が河川に流入する地域。 

・住宅ストック(11,12 ページ) 

  その時点で存在している全ての住宅のこと。 

・諸機能(2，5，7，31 ページ) 

  生産機能、商業機能等人間が形成した社会的機能を総称したもの。一般的

には、中枢管理機能等高次の機能を意識して用いられることが多い。 

・親水空間(13 ページ) 

  水や川に触れ親しむ空間。 

・森林環境税(21 ページ) 

  平成 31 年（2019 年）3 月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法

律」が成立・公布された。 

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に

必要な財源を安定的に確保する観点から、国民一人一人が等しく負担を分か

ち合って森林を支える仕組みとして創設されたもの。市町村等がこれを有効

に活用することにより、各地域において、これまで手入れができていなかっ

た森林の整備を進める。 

・森林資源(8，10，21，26 ページ) 

  資源としてみた場合の森林。原料・材料をはじめ保健休養、情操のかん養

など、人間にとっての利用価値の意味を込めた用語である。 

・森林の保続培養(25，31 ページ) 

  現在ある森林資源を、その賦存量や質的状況、配置などに配慮しながら合

理的かつ計画的に維持・増大していくこと。 

・生活環境(5，8，9，10，21，23，30，31 ページ) 

  日常生活の安全性、住宅の快適性、自然の豊かさ、文化活動の活発さや交

流機会の多さなど、日常生活を取り巻く環境。 

・生活関連施設(11 ページ) 

  学校、病院、公園、図書館などの教育、厚生、福祉、文化施設、スーパー

マーケット、食堂などの消費施設、交通施設、その他の都市基盤施設。 

・生態系(4，5，8，9，10，13，24 ページ) 

  植物、動物、微生物などの生物的要素と、それらを取り巻く大気、水、土

壌などの非生物的要素から成り立ち、それらの要素が物質的循環などを通じ

て、複雑に関係し合い、全体として一つの系が保たれている状態。 

・生物多様性(2，4，6，9，24，25 ページ) 

  ある地域に住んでいる全ての生物と周囲の生活環境のまとまりを生態系

といい、様々な生態系の中で、いろいろな生物や個体が互いに複雑な関係を
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持ちながら生活している状態。 

生物多様性は、階層的に、「種内の多様性（個体の多様性・遺伝子の多様

性）」、「種間の多様性（種の多様性）」、「生態系の多様性」の３つの段

階にまとめられている。 

た 

・太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン（17 ページ） 

 令和 2 年（2020 年）1月に、阿蘇世界文化遺産登録推進協議会において熊

本県知事と阿蘇郡市７市町村長が採択した「『阿蘇』の景観を守る宣言」を

踏まえ、阿蘇地域での太陽光発電設置を検討する事業者に対して、良好な景

観形成を実施してもらうため、太陽光発電施設の設置に際し、計画段階や事

業実施において特に配慮してほしい事項等をとりまとめたもの。 

・多面的機能(3，10，17，22，26 ページ) 

  農用地や森林の多面的機能としては、水資源かん養（水資源を保持し、洪

水流量等を調整する機能）、洪水や山崩れ、土壌の浸食・流出の防止といっ

た国土保全機能、水田における窒素の吸収、吸着等による水質浄化、多様な

生物相の保全等を通じての環境保全機能、さらには、緑豊かな景観の維持、

都市住民の憩いの場の提供等の機能があげられる。 

・多面的機能支払制度(9 ページ) 

  農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動

に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するための交付金制度。 

・地域防災拠点(7，8，21 ページ) 

  地域レベルにおいて災害対策活動の拠点となる施設。備蓄倉庫や貯水槽が

設置されている防災センター、広場、学校などが該当する。 

・小さな拠点(8，22 ページ) 

  小学校区など複数の集落が散在する地域において、商店、診療所等の日常

生活に不可欠な施設・機能や地域活動を行う場を、歩いて動ける範囲に集め、

さらに周辺の各集落との間をコミュニティバスなどの交通手段により結ん

だ地域の拠点。 

・地下水と土を育む農業(9 ページ) 

  地下水の水質や量の保全、地力の増進に寄与するように土づくりを行いな

がら、減農薬・減化学肥料の取組みや堆肥の活用、飼料用米作付、水田湛水

等の取組みを行う農業のこと。 

・治山(20，21ージ) 

  荒廃山地などの復旧や森林の維持・造成を通して水資源のかん養と土砂流

出の防止を進め、県土の保全及び水資源の確保を図ること。 
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・中山間地域等直接支払制度(9 ページ) 

  農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を

維持・管理していくための取決め（協定）を締結し、それにしたがって農業

生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する制度。 

・低・未利用地(1，3，7，12，13，25，27，28 ページ) 

  適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間に渡り利用

されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度（利

用頻度、整備水準、管理状況など）が低い「低利用地」の総称。 

・田園回帰(8 ページ) 

  都市に住む若者を中心に農村の魅力の再発見が進み、都市と農村を人々が

行き交う動きや、都市部からの人の移住・定住の動きが活発化している現象。 

・都市基盤施設(7 ページ) 

  道路・街路、鉄道、河川、上下水道、エネルギー供給施設、通信施設など

の生活・産業基盤や学校、病院、公園などの公共施設。 

・都市的土地利用(3 ページ) 

  住宅地、工業用地、事務所・店舗用地、一般道路など、主として人工的施

設による土地利用。 

・土地基本調査(28 ページ) 

  「法人土地・建物基本調査」（国土交通省が実施）と「世帯土地統計」（総

務省が実施する「住宅・土地統計調査」のうち、土地部分を転写・集計によ

り作成）の 2本で構成され、全国の土地・建物の所有・利用状況等に関する

実態を明らかにし、土地の有効利用を的確に進めるうえで必要となる基礎的

な統計データを収集・整備することを目的とする調査。 

な 

・二地域居住（4 ページ） 

 都市部と地方部など、主な生活拠点とは別の地域に生活拠点（ホテル等を

含む）を持ち、定期的に滞在してのんびり過ごしたり、仕事をしたりするラ

イフスタイルのこと。 

・農地中間管理機構(9，26 ページ) 

  農用地等を貸したいという農家（出し手）から農用地等の有効利用や農業

経営の効率化を進める担い手（受け手）へ農用地利用の集積・集約化を進め

るため、平成 26 年度(2014 年度)に全都道府県に設置された農用地等の中間

的受け皿となる組織。 

・農林業的土地利用(3，25 ページ) 

  主として、農業生産活動又は林業生産活動の用に土地を利用することをい
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い、農用地、林業に係る森林、農林道が該当する。 

は 

・パートナーシップ(27 ページ) 

  通常、従属的、依存的でない対等な関係、すなわち、お互いに信頼し合い、

お互いの主体性や特性を尊重し合いながら、お互いに責任をもつという「関

係性」として用いられる。 

  本県においては、単なる関係性にとどまらず、そのような関係づくりを推

進していく行動原理のことをいう。 

・バイオマス(4，23 ページ) 

  生物資源（bio）の量（mass）を示す概念であり、「動植物に由来する有機

物である資源（化石資源を除く。）」のこと。生命と太陽エネルギーがある限

り持続的に再生可能であり、燃焼等によっても大気中で新たに二酸化炭素を

増加させないカーボンニュートラルな資源である。①廃棄物系バイオマス（家

畜排せつ物、下水汚泥、黒液、紙、食品廃棄物等、製材工場等残材、建設発

生木材）、②未利用系バイオマス（農産物非食用部、林地残材）、③資源作物

（糖質・でんぷん・油脂資源、柳、ポプラ等）に分類される。 

・氾濫域(5 ページ) 

  河川等の氾濫により浸水が想定される地域。 

・不在村森林所有者(10，22 ページ) 

  所有する森林とは別の市町村に居住する個人または主たる事務所のある

法人。 

・文教施設(12 ページ) 

  学校、図書館などの国民の教育、文化の向上に資する施設。 

・平成 28 年熊本地震(1，16，20 ページ) 

  平成 28 年(2016 年)4 月 14 日 21 時 26 分に益城町で最大震度７を観測する

地震（前震）が、4 月 16 日 1 時 25 分に益城町、西原村で最大震度７を観測

する地震（本震）が発生、震度 7 を 28 時間以内に 2 回観測したのは、観測

史上初めてとなった。 

・保安林(21，31，33 ページ) 

  公益的機能を特に発揮させるべき森林として、森林法により指定された森

林。 

ま 

・水環境(4，22，23 ページ) 

  水を中心に捉えた環境。水質、水量、水生生物、水辺地を含む概念であり、

この場合の環境とは、特に人間に豊かな恵みをもたらすものとして捉えてい

る。 



- 15 - 
 

・緑の流域治水(18 ページ) 

  令和 2 年 7月豪雨により甚大な被害を受けた球磨川流域の治水の方向性と

して熊本県が示したもので、河川の整備だけでなく、遊水地の活用や森林整

備、避難体制の強化を進め、さらに、自然環境との共生を図りながら、国、

県、流域市町村、企業、住民が協働し、流域全体の総合力で安全・安心を実

現するもの。 

・木質バイオマス(26 ページ) 

  木材からなるバイオマスのこと。主に製材工場等から発生する樹皮やのこ

屑、住宅等の解体材や街路樹の剪定枝、樹木の伐採や造林の際に発生した枝・

葉などがこれに該当する。 

・目標年次(14 ページ) 

  計画の最終目標として設定した年次。 

・森づくりボランティアネット(21，26，28 ページ) 

  森林ボランティア活動への総合的な支援を行う窓口。森林ボランティア活

動を推進することにより、県民参加の森づくりへの意識の醸成と公益的機能

の維持増進が発揮される森林づくりの推進を図ることを目的としている。 

や 

・優良農地(3，9，31 ページ) 

  土地生産力が高く、かつ大規模で集団化していて労働生産性の向上にも期

待がもてる農用地、又は農業に対する公共投資の対象となった農地。 

・ユニバーサルデザイン(5 ページ) 

  「すべての人のためのデザイン」のことであり、年齢、性別、国籍（言語）

や障害の有無等に関係なく、最初からだれもが利用できるような製品、建物

や環境のデザインを意味する。また、情報、サービスやコミュニケーション

も含む「すべての人が生活しやすい社会にデザイン」といったより広い概念

として使われている。 

ら 

・ライフライン(5，7，21 ページ) 

  「生活の幹線、すなわち都市生活を営む上での命綱」（Duke,1975）と定

義されるものであり、①公益性が高い、②システムやネットワークが形成さ

れている、③物資・情報等の伝達機能を有している等の特徴を有している。

具体的には、電気・ガス・上下水道・交通・通信といった狭義の施設と、こ

れらに工業用水道・廃棄物等の処理システム、農業用溜池、空港等を加えた

広義の施設があるが、国土利用計画の対象としては、主として狭義の施設を

考えている。 
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・流域治水(5 ページ) 

  気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、

ダムの建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域（雨水が

河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が想定される地

域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え

方。 

・緑地帯(23 ページ) 

  環境保全等を目的として道路沿いや空港周辺などに設置されている一群

の樹林地。 

・令和 2 年 7 月豪雨(1，18，20 ページ) 

  令和 2 年(2020 年)7 月 3 日から 7 月 31 日にかけて、日本付近に停滞した

前線の影響で、暖かく湿った空気が継続して流れ込み、日本各地で大雨とな

り、人的被害や物的被害が発生し、顕著な災害をもたらした一連の大雨。 

・6 次産業化(8 ページ) 

  1 次産業としての農林漁業と、2 次産業としての製造業、3 次産業としての

小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、農山漁村の豊かな地域

資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組み。 

・路網(21，22 ページ) 

  森林内にある公道、林道、作業道の総称、またはそれらを適切に組み合わ

せたもの。 


